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旭川赤十字血液センターの移動献血車が来町します。 

 病気やケガなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、皆様のご理解とご

協力をお願いします。 

※体調の悪い方の献血はご遠慮いただくようお願いします。 

■日  程 令和４年１０月４日（火） 

■実施場所 ①沼田町養護老人ホーム和風園 午前１０時００分～午前１１時００分 

      ②まちなかほっとタウン    午後 １時３０分～午後 ２時１５分 

      ③沼田町役場（ふれあい前）  午後 ２時２５分～午後 ４時３０分 

■お問合せ 保健福祉課福祉グループ ☎３５－２１２０ 

移動献血車が来町します！！ 
 

固定資産税に関する家屋（住宅・納屋・車庫等）の届出について 
 次のような場合は、忘れずに住民生活課税務グループまで届出を提出してください。 

 届出の対象は、住宅のほか車庫や物置、格納庫、納屋など建物全般です。 

  ①建物を新築中また増築中の場合 → ご連絡下さい。建物の評価に伺います。 

  ②建物を取り壊したとき     → 家屋滅失の届出が必要です。 

  ③建物の所有者が変わったとき  → 所有者変更の届出が必要です。 

※②と③については、登記をされた方は不要です。 

■お問合せ 住民生活課税務グループ ☎３５－２１１５ 

雪室で農産物等を貯蔵し、その効果や、より良い貯蔵方法、特産品開発のためのデータ取得を

目的に「雪の科学館の雪室」の利用者を募集します。農産物や農産加工品の貯蔵・熟成などにご

利用ください。 

なお、利用にあたっては、別に定める利用要領に沿ってご利用ください。 

■申請受付期間 令和４年９月２２日（木）～１０月７日（金）まで 

・利用希望者は、農業推進課に「雪の科学館利用許可申請書」を提出してください。 

・申請書には、預け入れを希望される品目、寸法（長さ×幅×高さ）、重量、荷姿（紙袋、ダン 

ボール等）、数量等をご記入いただきます。 

・利用希望者が多い場合は、スペースの共用や抽選により選定させていただきます。 

・上記受付期間以降でも空きスペースがある場合は、随時、申請の受付をいたします。 

■利用期間 令和４年１０月１４日（金）から令和５年９月１５日（金）まで 

・保管物の搬出入は、平日の午前９時から午後５時まで 

■庫内温度：０～５℃程度 湿度 概ね８０％ 

■利用スペース：約０．８㎡（間口７６cm×奥行１．１m×高さ４５cmまたは８５cm以内） 

※全５１区画。１件に１区画。ただし、利用希望者が多い場合などは、他者の 

保存物とスペースを共用いただくことがあります。 

■利用料金：無料 

■注意点 

・異臭のするもの、腐敗しやすいものは持ち込まないでください。 

・利用期間中に腐敗したものや利用期間終了時には、すみやかに引き取っていただきます。 

■申請先・お問合せ 農業推進課利雪技術開発センター ☎３５－２１１４ 

雪の科学館の雪室利用者の募集について 
 お忘れではありませんか・・・？ 

「子育て世帯応援通勤支援事業」の申請を受付しています。 

  「「沼田町子育て世帯応援通勤支援事業」の前期分の申請を１０月７日（金）まで受付しており

ますので、まだ申請がお済みでない方は、期間内に住民生活課窓口までお越しください。 

■対象者 ※以下の５項目をすべて満たしていることが必要です 

（１）沼田町内に居住し、中学生までの子どもを監護している世帯主等の保護者のうち、生計を

主に担っている方で町外の職場に勤務する方 

（２）町税等公共料金を滞納していない方 

（３）毎月１０日以上の町外通勤日数を有している方 

（４）町外の職場に勤務し、本町から実際に通勤している方 

（５）町外に住居等を賃借していない方 

※（１）の「生計を主に担っている方」の判断については、所得の状況や扶養申告、住民 

票等の取扱いなどを総合的に考慮して判断いたします 

■対象地域及び助成額 

対象地域（通勤地） 助成額 

１）本町より往復１９㎞以内の地域 

（秩父別町） 

月額 1,500 円 

（年額 18,000 円相当） 

２）本町より往復２０㎞以上４９㎞以内の地域 

（深川市・北竜町・妹背牛町・雨竜町） 

月額 3,000 円 

（年額 36,000 円相当） 

３）本町より往復５０㎞以上９９㎞以内の地域 

（旭川市・留萌市・滝川市・小平町・幌加内町・新十津川町） 

月額 5,000 円 

（年額 60,000 円相当） 

４）本町より往復１００㎞以上の地域 
月額 6,000 円 

（年額 72,000 円相当） 

■申請方法 

 ○年２回申請 

   様式を町のＨＰからダウンロードしていただくか、住民生活課で受け取っていただき、

１０月７日（金）までに申請してください。 

 ○申請に必要な書類 

・在職証明書（様式は町ＨＰまたは住民生活課でお受け取りください） 

・印鑑 

・沼田町ポイントカード（Numaca） 

  ※ポイントカードをお持ちでない方は、申請の際にお申し出ください。 

■お問合せ 住民生活課移住定住応援室 ☎３５－２１１５ 



                                                    
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

令和５年度沼田町職員（消防職）の募集について 
 ■募集人員  １名 

■採用予定日 令和 5年４月１日 

■応募資格  次のすべてに該当する方 

①平成１２年４月２日以降に生まれた方で、救急救命士免許を有する方、若しく 

は資格取得見込みの方 

   ②大型自動車免許の取得者、または採用後に自費で取得可能な方 

       ③現在、町内に在住している方または採用後町内に居住可能な方 

       ※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条のいずれかに該当する

方は受験できません。 

■応募方法   深川地区消防組合沼田支署に市販履歴書（写真貼付）及び、救急救命士免許証 

の写し（資格者）を郵送または持参してください。 

在校学生は、市販履歴書（写真添付）、卒業見込在学証明書（救命士養成学校発 

行）を郵送または持参してください。（郵送の場合は１０月２１日必着） 

■募集期間  令和 4年９月２2日（木）から令和 4年１０月２1日（金） 

       受付時間：午前８時４５分～午後５時１５分 

■試験日時  一次試験：令和 4年１１月 6日（日）午前９時 

       二次試験：令和 4年１２月上旬予定  

※日時については、一次試験合格者に別途通知します。 

■試験会場  健康福祉総合センター「ふれあい」２階大会議室 

■試験方法  一次試験：教養試験、作文試験、適性試験、体力試験 

       二次試験：面接試験 

■お問合せ・担当窓口 

〒078-2202 沼田町南1条3丁目6番42号 

       深川地区消防組合沼田支署庶務係 ☎３５－２０５０ 

 

 

令和５年度沼田町職員（正看護師）の募集について 

 ■募集人員  正看護師 １名 

■採用予定日 令和５年４月１日 

■受験資格  次のすべてに該当する方 

       ①正看護師国家資格を有する方 

       ②現在、町内に在住している方または採用後町内に居住可能な方 

       ※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法第１６条のいずれかに該当する

方は受験できません。 

■試験方法  書類選考の後、作文試験、面接試験により実施 

■試 験 日  令和４年１１月１５日（火） 

■試験会場  沼田町役場 

■応募方法  下記の書類を、郵送または持参してください。 

①履歴書（市販の物で可・写真添付） 

②資格を証明するもの（看護師免許証の写し） 

■応募期限  令和４年１０月３１日（月）必着 

■応募先・お問合せ 

       〒078-2202 沼田町南１条３丁目６番５３号 

総務財政課総務グループ 担当：一戸（いちのへ） ☎３５－２１１１ 

 

北海道及び町では、道税（自動車税）・各種町税及び公共料金の滞納解消のため、徴収対策を強

化することとしております。公共料金等は納期内に必ず納めるようお願いします。なお、特別な

事情などにより一度に納付することが困難な場合は、納付相談を随時受付しておりますのでご連

絡ください。 

■お問合せ 

 〈道  税〉 空知総合振興局深川道税事務所 ☎ ２３－３５７８ 

 〈町  税〉 住民生活課税務グループ    ☎ ３５－２１１５ 

 〈公営住宅〉 住民生活課生活環境グループ  ☎    〃    

 〈上下水道〉 建設課管理グループ      ☎ ３５－２１１６ 

 〈介護保険〉 保健福祉課保険グループ    ☎ ３５－２１２０ 

 〈後期保険〉    「  〃      「   「 「☎    〃    

 

１０月は公共料金等特別納付強化月間です！ 
 

 キップ・定期券は、 

ＪＲ石狩沼田駅でお買い求めください。 
祝祭日を除く月～金の 7：20～13：40で販売中です。 

    ※不在となる時間帯もございますので、ご確認願います。 

   ■お問合せ ＪＲ石狩沼田駅 ☎３５－２２１０ 

化石体験館管理員の募集について 

■募集人員 １名（接客・受付・グッズ製作等） 

■応募方法 「沼田町会計年度任用職員申込書兼履歴書」を下記まで提出してください。 

「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「※申込書兼履歴書につきましては、下記お問合せまでお求めください。 

■雇用・待遇   

・雇用期間 令和４年１０月から１１月上旬まで（継続更新あり） 

      ・勤務場所 沼田町化石体験館（ほろしん温泉ほたる館向い） 

 ・勤務日数 週３日程度、休日・祝日の出勤あり 

 ・勤務時間 午前９時３０分～午後５時（正午１２時～午後１時休憩あり） 

      ・賃  金 町の条例で定める額 

      ・手  当 勤務場所（字幌新）までの通勤手当 

■応募期限 令和４年９月２９日（木）まで 

■応募先・お問合せ 〒078-2202 沼田町南 1条 4丁目 6番 5号 

          教育委員会教育課施設グループ 担当：斉藤 ☎３５－２１３２ 
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土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合に

は、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。 

■届出の対象となる面積  

・市街化区域 ２千㎡以上 

・市街化区域以外の都市計画区域内 ５千㎡以上 

・都市計画区域外 １万㎡以上 

■届 出 者  土地の権利取得者（買主等） 

■提出期限 契約締結日から２週間以内 

  ※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です。 

■提出書類 各３部 

・土地売買等届出書 

  ・土地売買等契約書の写し 

  ・土地の位置を明らかにした縮尺５万分の１以上の地形図 

  ・土地及びその付近の状況を明らかにした５千分の１以上の図面 

  ・土地の形状を明らかにした図面  

・委任状（代理人が届出する場合） 

■様 式 等 提出様式や制度の詳細はＨＰをご覧ください。 

■そ の 他 届出をしないと法律で罰せられることがあります。 

■お問合せ 産業創出課商工観光グループ ☎３５ー２１５５ 

 

一定面積以上の土地取引には届出が必要です 
 

■自衛官候補生 

 資  格 日本国籍を有し、採用予定月の１日現在１８歳以上３３歳未満の男女 

 受付期間 年度を通じて受付を行っています。 

 試験期日 １０月試験日程：１６日（日）・１７日（月）いずれか 1日（来月以降は別途お知

らせします。） 

 試験会場 陸上自衛隊旭川駐屯地（旭川市春光町） 

■そ の 他 コロナの状況により、変更となる場合があります。 

■お問合せ 自衛隊旭川地方協力本部 南地区隊 ☎０１６６－５５－０１００ 

総務財政課広報情報グループ    ☎３５－２１１１ 

令和４年度自衛官募集案内について 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                            

◆９月２５日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：町立沼田厚生クリニック 院長 鳥本勝司） 

     ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…あさひ歯科クリニック（滝川市）   ☎０１２５－２２－００３３ 

◆１０月２日（日） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：たかはし内科消化器内科 院長 高橋公平） 

     ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…よりもと歯科医院（芦別市）     ☎０１２４－２２－４６１８ 

◆１０月９日（日） 

内科・外科系…深川市立病院            ☎２２－１１０１ 

歯   科   系…あい歯科クリニック（滝川市）    ☎０１２５－２２－８５００ 

◆１０月１０日（月・祝） 

内科・外科系…深川市立病院（担当医：納内診療所 所長 己斐幹生）           

☎２２－１１０１ 

歯   科   系…グリーン歯科クリニック（砂川市）  ☎０１２５－５４－３４３４ 

９月２２日から１０月１０日までの行事予定 
行事名               時 間   「場 所 

９月２４日（土） マイナンバーカード出張申請窓口   ９：００～ まちなか 

２６日（月） 脳トレ教室            １０：００～ ふれあい 

２７日（火） 緑町サロン            １０：００～ 緑町コミセン 

１０月 ２日（日） おはようラジオ体操閉会式      ６：３０～ 役場前 

          明日萌・ほたるの里ウォーキング   ９：００～ ふれあい前 

３日（月） のぞみ会             １３：００～ ふれあい 

４日（火） 移動献血車来町          １０：００～ 役場ほか 

５日（水） ふれあい総合健診（～7日まで）    ６：３０～ ふれあい 

※新型コロナウイルスの影響で中止、延期される場合がございます。 

日曜・祝日当番医のお知らせ 

令和４年度行政相談週間について 

総務省では、行政相談制度について、広く国民に理解され、利用していただけるよう、

１０月１７日（月）から２３日（日）までの一週間を「行政相談週間」と定め、本町では

下記日程で特設行政相談所を開設しますので、国の仕事やサービスについてお困りごとや、

相談等ございましたらお気軽にご相談ください。 

■開 催 日 時 令和４年１０月２１日（金）午後１時３０分～午後３時３０分 

■場 所 沼田町民会館 

■行政相談員 野々宮 宏 

■そ の 他 相談無料・予約不要・秘密厳守 

■お 問 合 せ 総務財政課広報情報グループ ☎３５－２１１１ 

 


